
(１)給与の決定の仕組み

(２)人件費の状況（平成18年度普通会計決算）

○人件費の状況（平成18年度普通会計決算）

(３)職員給与費の状況（平成18年度普通会計決算）

○職員の給与費の状況（平成18年度普通会計決算）

職員の給与の状況

給　　　　　与　　　　　費

給料

13.7%

100,892,690千円26,607,994千円

64,232,966 100,892,690

区分

千円

人件費率
（Ｂ／Ａ）

（注）人件費とは、職員及び知事、議員などの特別職に支給される給与、報酬等及び退職手当、地方職員共済組合
　　への負担金、恩給、退職年金並びに災害補償などである。

（参考）
平成17年度
の人件費率

職員数
（Ａ）

人件費計

（参考）都道府県平均
　一人当たり給与費

32.8

計

6,961

　　　２　職員数は、平成18年４月１日現在の人数である。

7,59614,493

期末・勤勉手当給料

5,213,972千円 16,987,602千円

 各種手当（期末・勤
 勉手当及び退職手当
 を除く。）

10,051,730
千円

１　総括

421,701,235

警察部門

千円

構成比
（％）

一般行政部門 35,028,936 8.3

人
件
費

14,665,872千円

千円

63.3%

6,282,354千円

100.0%

23.0%

23,145,714千円

63,885,874千円

13,861,102千円

人件費
（Ｂ）

千円

3,338,038千円

26.4%

10,051,730千円

給与費に占める割合

実質収支

3,217,657

歳出総額

人　件　費
以外の経費

住民基本台帳人口
(平成19年3月31日)

792,419
　　　　　人

19,168,490

人件費
（千円）

教育部門 84,246,249 20.0

期末･勤勉手当

2,197,488千円

26,607,994
千円

1人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

千円

　　計　（Ｂ）

64,232,966千円

7,882,794千円警察部門

9.9%63.7%

計

100.0

283,257,560

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

歳出額
（Ａ）

421,701,235
千円

41,684,300千円

一般行政部門

教育部門

4.5

138,443,675

職員手当

67.2

2,640,270千円

人

％

31.3138,443,675
％

32.8
千円

　地方公務員の給与は、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の給与、民間事業の従事者の給与その他の
事情を考慮して定めなければならないことになっています。
　具体的には、人事委員会が民間事業所の給与の実態などを調査し、これに基づいた報告や勧告を知事と議
会に行います。この報告や勧告を受けた知事は、給与の改定について検討した上で、これに必要な条例議案
を議会に提出し、議会の審議を経て決定される仕組みになっています。

　　　３　事業費支弁に係る職員の人件費を除く。

図１　歳出に占める人件費の状況

警察部門
人件費
4.5%

教育部門
人件費
20.0%

人件費以
外の経費
67.2%

一般行政
部門人件
費
8.3%
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（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

①月例給

②特別給

区分

公務員の支給月数
（Ｂ）

較差
（Ａ－Ｂ）

月

民間の支給割合
（Ａ）

月 月

19年度 0.12

(５)ラスパイレス指数の状況（平成19年４月１日現在）

（参考）
国　の
改定率

年間支給月数

0.12

　平成17年４月から３年間、管理職の給料（調整額を含む）の５％、管理職以外の職員の給料（調整額を
含む）の３％を減額して支給しています。

較差
（Ａ－Ｂ）

勧告
（改定率）

円

民間給与
（Ａ）

区分

377,843 377,286
円

人事委員会の勧告

（注）「民間給与｣、｢公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均
　　給与月額である。

勧告
（改定月数）

0.35
％ ％

△0.02
月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末
　　手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

4.454.4519年度 4.43 － 4.50

557　円

人事委員会の勧告

％

給与改定率

(６)給与改定の状況

公務員給与
（Ｂ）

(４)給与の抑制措置の状況

月

（　0.15％）

（参考）
国の年間
支給月数

月

図２　給与費の部門別内訳

警察部門
13.7% 一般行政

部門
23.0%

教育部門
63.3%

図３　給与費種類別内訳

期末・勤
勉手当
26.4% 給料

63.7%各種手当
（期末・勤
勉手当及
び退職手
当を除く。）
9.9%

101.1
102.2

95.6

99.6

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

高知県 都道府県平均

Ｈ１４ Ｈ１９

2



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(１)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成19年４月１日現在）

415,993  円

－　　円

493,047  円

平均給与月額（Ａ）

平均給与月額(国ﾍﾞｰｽ)

397,978  円

－　　円

平均給与月額(国ﾍﾞｰｽ)

平均給料月額

5,193　人

都道府県平均 40.7  歳 344,824  円

うち学校給食員　　

うち用務員　　　　　

287,094　円

うちその他

国

393,549  円 371,181  円

　　④警察職

高知県 41.5  歳 342,778  円

職員数

　　⑤技能職

国 42.0  歳

区分
公　　務　　員

平均給料月額 平均給与月額(国ﾍﾞｰｽ)

379,710  円

43.8  歳

　　②高等学校教育職

－　　円

390,724  円

平均給与月額

　　①一般行政職

44.2  歳

平均年齢区分

平均年齢

都道府県平均

区分

　　③小・中学校教育職

平均年齢区分

平均給料月額

436,429  円

平均給与月額

高知県

平均年齢

都道府県平均 354,147  円

469,882  円

320,514  円

高知県

389,710  円

45.9  歳

373,931　円

都道府県平均

平均年齢

高知県

338,849  円47.9  歳 575　人

350,150  円

359,130  円

359,223  円

358,810　円

361,079  円

374,202　円

52.7  歳

53  人

185  人

345,083　円248  人

343,342　円

344,031  円

区分

380,900  円

平均給料月額

高知県

40.7  歳 325,724  円国

375,791　円

－　　円

332,446  円

55.5　歳 345,233　円10  人

48.8  歳

54.9　歳 351,129　円

－　　円

都道府県平均

444,260  円

43.4  歳

390,204  円

43.6  歳

426,015  円

401,470  円44.4  歳

平均給与月額

396,023  円

平均給料月額

364,857  円

平均給与月額(国ﾍﾞｰｽ)

452,184  円

平均給与月額

453,853  円

396,019  円

平均給与月額(国ﾍﾞｰｽ)

364,962  円

383,541  円

51.2　歳
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　　　　３　高等学校教育職及び小・中学校教育職の平均給与月額は、全ての諸手当込みの数字を記載している。

－

46.1　歳 223,100　円

178.9

－　　円

区分

参　　　　考

－　　円

参　考

高知県

　　　　６　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致
　　　　　しているものではない。

53.9　歳

うち学校給食員　　 160.8

－

165.4227,200　円

Ａ／Ｂ平均年齢
対応する民間
の類似職種

－   歳

－

－

－　　円

－

5,709,492 円

うちその他　　　　　

うち学校給食員　　

3,284,300 円

　　　　４　平均給料月額及び平均給与月額は、１－（４）の給与抑制措置後の額により算出している。

188.2

5,875,048 円

3,033,500 円

　　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など
　　　　　のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもので
        　ある。
　　　　　　また、「平均給与月額(国ﾍﾞｰｽ)」は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手
　　　　　当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

－　　円

　　　　７　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したもの
          に、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の
　　　　　額を加えた試算値である。

高知県

うち用務員　　　　　

調理師

5,788,402 円

－

民間（Ｄ）

年収ベース（試算値）の比較

Ｃ／Ｄ

平均給与月額（Ｂ）

－   歳

区分

公務員（Ｃ）

うちその他　　　　　

　　　　５　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成16年～18年
　　　　　の３ヶ年平均）

－　　円

　（注）１　「平均給料月額」とは、平成19年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

うち用務員　　　　　

民　　　　間

用務員
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（技能職員）

（技能職員）

（注）初任給等の額は、１－（４）の給与の抑制措置前の額である。

(３)職員の経験年数別及び学歴別平均給料月額の状況（平成19年４月１日現在）

　　　２　技能職の経験年数20年の欄の数値は該当者がいないため19年の者の数値で代用している。

区分

Ⅱ種 　    170,200円

138,400円

高　　知　　県

(37.5歳)

(42.4歳)

(42.5歳)

－

－

135,600円

364,649円

経験年数２０年

国

　 －　円

(43.5歳)

266,450円

386,396円

311,039円

(38.7歳)

　 －　円

156,200円

351,228円

　 －　円

(42.7歳)

（ 　　－　　歳）

388,951円

352,793円

高校卒

170,200円

(32.6歳)

（ 　　－　　歳）

281,231円

(39.8歳)

385,284円

(38.6歳)

（ 　　－　　歳）

320,407円

(33.0歳)

　　 職員の採用試験に合格し、高等学校又は大学卒業後直ちに採用された職員の職種別の初任給は
   次の表のとおりで、国家公務員とおおむね同一の水準となっています。

(33.5歳)
高校卒

　242,791円

（28.4歳）

(37.7歳)

266,236円

（ 　　－　　歳）

297,568円 352,720円

（ 　　－　　歳）

高校卒

技能職

警察職
(37.6歳)

(33.5歳)

280,459円

（注）１　経験年数とは、採用前に民間企業などに勤務した期間がある場合は、その期間を換算し、採用後の勤務
　　　　期間に加算した年数であるが、学校卒業後直ちに採用された場合は、採用後の年数である。
　　　　　また、平均給料月額は、１－（４）の給与の抑制措置後の額である。

大学卒

　 －　円

342,744円

(32.7歳)

127,700円

－

Ⅰ種　 　　205,900円

区分

高校卒

経験年数１０年

高校卒

185,300円

　 －　円

(32.6歳)

（ 　　－　　歳）

292,847円

（28.5歳）

147,000円

(33.2歳)

190,500円

127,700円

258,139円

147,000円

　217,504円

293,987円

経験年数１５年

190,500円

159,600円

142,700円

大学卒

技能職

Ⅰ種　     179,200円

－高校卒

Ⅱ種　 　　197,700円
警察職

高等学校
教育職

138,400円

(38.1歳)

高校卒
　 －　円 285,988円

(39.3歳)

大学卒

高校卒

中学卒

一般行政職

大学卒

大学卒

小・中学校教育職

高校卒

高校卒

高等学校教育職

大学卒

一般行政職

(２)職員の初任給等の状況（平成19年４月１日現在）

小・中学校
教育職

大学卒

大学卒
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(１)一般行政職の級別職員数の状況（平成19年４月１日現在）

（注）１　高知県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　　　このため、平成19年の級の構成に合わせて５年前の構成比を表示している。

（参考）

238 人

25.8 ％

５年前の級の構成

平成18年度以降の
級の構成

５級 360 人 課長補佐

３級

 主査

991 人

299 人

44.0 ％1,687 人

175 人

3,834 人

9.4 ％

0.5 ％19 人

23 人

6.2 ％

100 ％

42 人

0.6 ％

構成比標準的な職務内容

 　 職員は、職務の種類に応じて10種類の給料表のいずれかが適用され、職務の複雑さ、困難性及び責任の
　度合いに応じて各々の級に区分されていますが、一般行政職では、次の表のとおりです。

区分 職員数

１級

２級

 係長・主幹

 主事・技師

 班長・主任

９級

計

６級

 副部長・参事

 部長・理事

７級

８級

 課長

7.8 ％

4.6 ％

（注）給与構造の見直しによって、平成18年度より行政職給料表は、11級制から９級制に改正され（１級と２級、
　  ４級と５級をそれぞれ統合。）、平成19年の級の構成と５年前の級の構成とは異なっている。

４級

 副部長

1.1 ％

4.5% 6.6%
7.8% 8.6%

13.4%

25.8% 22.1%
21.4%

44.0%

34.2%
30.7%

9.4%
21.8% 18.4%

6.2% 6.5% 7.4%

4.6%

1.1%1.1% 1.1%

0.6%0.5% 0.5% 0.4%0.6% 0.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% ７級

９級 ８級

７級

８級９級

７級

８級９級

４級

１級

２級

１年前の構成比平成19年の構成比

６級

３級

５級

５年前の構成比
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(２)昇給への勤務実績の反映状況

(１)期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成18年度）

千円

　（平成18年度支給割合） 　（平成18年度支給割合）

勤勉手当

６月期 0.725  月分 

(0.35 月分）

12月期 0.725  月分 12月期

(0.40 月分）

計 1.45 月分 計

(0.75 月分）

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　　職制上の段階・職務の級等による加算措置

　　・役職加算　５％～20％ 　　・役職加算　５％～20％

　　・管理職加算　10％～20％ 　　・管理職加算　10％～25％

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況

（1.6  月分） 

国

－

高　　知　　県

　職員の勤務成績を適切に反映させるため「極めて良好」、「特に良好」、「良好」、「やや良好でない」、
「良好でない」の５段階の昇給区分を設定（昇給日は毎年４月１日。）。
　平成19年４月１日の昇給において、知事部局の管理職員については、「極めて良好」に決定された者が7.7％、
「特に良好」に決定された者が23.4％、「良好」に決定された者が68.2％、「やや良好でない」に決定された者
が0.7％となっており、「良好でない」に決定された者はいなかった。
　なお、一般職員については、平成19年度の勤務実績に基づき平成20年４月１日の昇給を実施することとしてい
る。

４　職員手当の状況

1.4　月分 

(0.35 月分）

（0.85 月分） 

1.6  月分 

６月期

(0.40 月分）

0.725  月分 

0.725  月分 

（0.75 月分）　

1,874

　勤勉手当への勤務実績の反映については、平成11年６月から実施。
　勤務成績は「特に優秀」、「優秀」、「良好」、「良好でない」の４段階に区分。
　成績率は、職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、成績区分に応じて任命権者が
決定。
　平成19年６月支給分では、知事部局全職員で、「特に優秀」に区分された者が4.1％、「優秀」に区分された者
が25.5％、「良好」に区分された者が69.6％、「良好」でないに区分された者が0.7％であった。

期末手当期末手当

3.0  月分 

1.4　月分 

（0.75 月分）　

（0.85 月分） 

1.6  月分 

勤勉手当

3.0  月分 1.45 月分 

(0.75 月分）

　　職制上の段階・職務の級等による加算措置

（1.6  月分） 
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(２)退職手当（平成19年４月１日現在）

　　退職手当は、職員が退職する場合に、勤務した年数及び退職の理由に応じて支給されています。

（支給率） （支給率）

勤続20年 勤続20年

勤続25年 勤続25年

勤続35年 勤続35年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置(２～20％加算） 　定年前早期退職特例措置(２～20％加算）

（教育委員会）

１人当たり平均支給額（平成18年度）

(３)地域手当（平成19年４月１日現在）

　　民間の賃金等が特に高い地域に勤務する職員及び医師に支給されています。

18 ％

15 ％

12 ％

3 ％

15 ％

(４)特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

医　　師　　　　　 15％

　操縦士　１時間　 5,100円
　整備士　　〃　　 2,200円
　その他　  〃　　 1,900円
（特殊条件下及び降下時に加算あ
　り）

392,427千円

489,275円

26,608千円

回転翼航空機の操縦士又は整
備士等

回転翼航空機搭乗手当

　日額　500円

69,126円

左記職員に対する支給単価

51種類

主な支給対象職員手当の名称

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成18年度）

支給対象地域

税務課又は県税事務所に勤務
する職員

支給実績（平成18年度決算）

33,760千円

10人

12%

15％

3％

2%

14%

39.2％

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

出張して納税義務者等と直接接して行う納
期限後の県税の徴収等の業務

本務として回転翼航空機に搭乗する業務又
は消防防災等のため回転翼航空機に搭乗す
る業務

59.28月分

（勧奨・定年）

59.28月分

東京都（特別区）　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額であり、
　  「自己都合」には死亡等に伴うものを含むものである。

（自己都合）

59.28月分

10,090千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

支給率

21人

支給対象職員数

愛知県（名古屋市）

大阪府（大阪市）　

東京都（特別区）　

大阪府（大阪市）　

12%

　平成13年度～平成21年度は、職員の年齢構成
及び退職手当の年度ごとの支給額の平準化を図
るため、定年前早期退職特例措置として２～50
％の加算をしている。

支給実績（平成18年度決算）

医　師　　　　　　

（22年度の制度完成時）

21人

支給対象地域

香川県（高松市）　

県税賦課徴収手当

愛知県（名古屋市） 12%

2%香川県（高松市）　

3人

5人

33.5 月分

47.5 月分

41.34月分

59.28月分

33.5 月分

23.5 月分　

41.34月分

59.28月分

30.55月分

47.5 月分

18％

12％

30.55月分23.5 月分　

14%

12%

12%

国の制度（支給率）

12%

支給率

59.28月分

国の制度（支給率）

自己都合

高　　知　　県

自己都合 勧奨・定年 勧奨・定年

国
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生活保護法に基づく保護の決定のため、出
張して要保護者若しくは被保護者の世帯又
はその者の扶養義務者を訪問し面接する業
務

生活保護業務手当 　日額　510円

放射線取扱手当

夜間看護等手当

有害毒薬物取扱手当

麻薬取締員

と畜検査員

精神保健指定医

環境衛生指導員

危機管理課に勤務する職員

高知県公害防止条例その他の
法令に基づく立入検査のため
の身分証明書を有する職員

農業技術ｾﾝﾀｰ山間試験室又は
茶業試験場に勤務する職員

家畜保健衛生所に勤務する職
員

牛、馬、豚、綿羊、やぎ及び鶏の殺処分又
は剖検の作業

し尿浄化槽等検査手当

　日額　290円

健康づくり課、福祉保健所、
療育福祉ｾﾝﾀｰ、環境研究ｾﾝﾀｰ
又は工業技術ｾﾝﾀｰに勤務する
診療放射線技師等

健康づくり課、福祉保健所又
は精神保健福祉ｾﾝﾀｰに勤務す
る職員

亜硫酸等の薬品を使用し、又は人体に有害
なガスの発生を伴う試験、検査等の業務

放射線を人体に対して照射する作業等

福祉保健所、療育福祉ｾﾝﾀｰ、
身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、
希望が丘学園、児童相談所又
は女性相談所に勤務する職員

感染症防疫作業手当

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第27条第１項又は第２項の規定に基づく診
察

同法第27条第３項又は第33条第１項の規定
に基づき精神保健指定医の診察に立ち会う
業務、又は同法第29条第１項又は33条第１
項の規定に基づき入院させる精神障害者を
移送する業務

正規の勤務時間による深夜（午後10時から
翌日の午前５時まで）の看護等の業務

動物愛護指導員

地方厚生局又は警察との協力捜査、受刑者
と面接する業務、又は麻薬等の中毒者若し
くは依存者の家庭を訪問し面接する業務

狂犬病予防法に規定する犬の処分、抑留、
検診、予防注射等の業務

高知県公害防止条例その他の法令に基づく
著しいばい煙等を発生、排出する施設にお
ける立入検査の業務

　日額　500円
（牛の死体から延髄を採取する作
業を行った場合は、1,000円加算）

動物愛護指導員等手当

公害防止業務手当

し尿浄化槽又はし尿消化槽の立入検査の業
務

高知県動物の愛護及び管理に関する条例の
規定に基づく特定動物の収容又は殺処分等
の業務

家畜保健衛生業務手当

　日額　250円爆発物取締手当

狂犬病予防員

と畜検査等手当

畜産試験場に勤務する職員

麻薬取締員手当

精神保健福祉手当

急傾斜地作業手当

医療薬務課、福祉保健所、消
費生活ｾﾝﾀｰ、農業大学校、病
害虫防除所、家畜保健衛生所
又は試験研究機関に勤務する
職員

療育福祉ｾﾝﾀｰに勤務する看護
師又は准看護師

本庁、福祉保健所、衛生研究
所又は家畜保健衛生所に勤務
する職員

死体処理手当

福祉保健所に勤務する職員

　日額　1,000円
（ただし、死体一体につき3,000円
　以内）

計量検定所に勤務する職員
計量法に規定する液化石油ｶﾞｽﾒｰﾀｰ又はｶﾞｿ
ﾘﾝﾒｰﾀｰに関する検定又は立入検査の業務

出張して直接家畜に対して行う検査その他
家畜の保健衛生上必要な業務又は牛海綿状
脳症対策特別措置法第６条第２項の規定に
よる死亡牛の検査のため、牛の死体から延
髄を採取する作業

急傾斜地のほ場又は茶園の管理のための機
械を使用して行う作業

　日額　290円

　日額　290円

コレラ等の感染症の防疫又は治療の業務

　日額　260円

と畜場法第14条の規定による獣畜のとさつ
又は解体の検査

深夜の勤務時間が
　４時間以上　１回3,300円
　２時間以上４時間未満　１回
　2,900円
　２時間未満　１回2,000円
（深夜における勤務の交替又は救
　急呼出しに伴う通勤の場合にお
　ける加算あり。）

　日額　300円

火薬類取締法又は高圧ガス保安法に規定す
る保安検査又は立入検査の業務

　日額　240円

　日額　340円

　日額　290円

　日額　690円

　日額　300円

職務に関連した死体処理の業務
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　日額　560円

提出ﾚﾎﾟｰﾄの添削指導に対して
１通当たり　150円
面接によるものに対して
教育課程表の１時間当たり1,860円

　日額　420円

　日額　320円

①日額　3,200円
②日額　3,000円
③日額　1,700円
④日額　900円
⑤日額　1,300円（４時間以上）
　　　　650円（２時間以上４時間
　　　　未満）

　日額　580円

３以上の学年の児童又は生徒で編
　成されている学級　日額　350円
２の学年の児童又は生徒で編成さ
　れている学級　日額　290円

気圧
　0.2ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙまで　１時間210円
　0.3ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙまで　１時間560円
　0.3ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙ超　　１時間1,000
　円
（ただし、１日の従事時間が４時
　間以上のときは、４時間とす
　る。）

　日額　300円

トンネル内作業手当

道路上作業等手当

本務以外に通信教育の添削を
担当する職員

道路法その他の法令に基づく
公物管理の権限の身分証明書
を有する職員

環境研究ｾﾝﾀｰ、農業技術ｾﾝ
ﾀｰ、畜産試験場、森林技術ｾﾝ
ﾀｰ、海洋深層水研究所、内水
面漁業ｾﾝﾀｰ、水産試験場、農
業振興部、森林部、海洋部、
土木部、教育委員会事務局文
化財課又は農業に関する学科
を設置する県立高校に勤務す
る職員又は警察職員

２以上の学年の児童又は生徒
で編成されている学級（多学
年学級）を担当する教諭等

圧搾空気内で行う作業（指導監督業務を含
む。）

多学年学級における授業又は指導の業務

漁業監督吏員

高所作業手当

用地交渉手当

水防作業等手当

水産試験場に勤務する職員

水産試験場、栽培漁業ｾﾝﾀｰ、
高知土木事務所高知港事務所
に勤務する職員又は警察職員

出張して現地で土地等の所有者又は権利者
と直接交渉する業務又は代執行の業務

地上若しくは水面上10ﾒｰﾄﾙ以上の足場の不
安定な箇所又は山、谷若しくはがけ等の40
度以上の斜面上で行う危険性が特に著しい
作業（指導監督業務を含む。）

圧搾空気内作業手当

公物管理等手当

教員特殊業務手当

添削手当

多学年学級担当手当

畜産試験場に勤務する職員 　日額　230円

　①日額　540円
　②日額　820円

漁業取締船に乗り組んで行う違反漁業の取
締りの業務

　日額　370円

出張して現地で不法採取者、不法占使用者
等に直接接して行う不法占使用の排除、原
状回復のための措置等の業務

①非常災害時における児童等の保護又は
　緊急の防災等の業務
②児童等の負傷、疾病等に伴う救急の業
　務等
③修学旅行、対外運動競技等において児
　童等を引率して行う指導業務（泊を伴
　うもの等）
④入学試験における受験生の監督等の業
　務（週休日、休日等に行うもの）
⑤部活動における児童等に対する指導業
　務（週休日、休日等に行うもの）

海洋調査船に乗り組んで行う海洋資源調査
又は漁場開発調査の業務

船舶乗船手当

トンネル内の作業（指導監督業務を含
む。）

暴風雨、大雨、高潮、津波又は洪水警報発
令中に行う次の業務（指導監督業務を含
む。）
①警戒巡視業務、水位調査業務
②水防作業の現場における指導監督、水
　防作業、災害調査（状況調査を含
  む。）

治山林道課、農業振興ｾﾝﾀｰ、
林業事務所又は土木部の出先
機関に勤務する職員

土木部に勤務する職員

漁港課、建設管理課、建設検
査課、河川課、防災砂防課、
道路課、都市計画課、公園下
水道課、港湾課、海岸課又は
土木部出先機関に勤務する職
員

潜水作業手当

種雄牛・馬・豚の自然交配若しくは精液採
取のため又はこれらの作業の準備のために
種雄牛・馬・豚を御する作業

本務以外に通信教育の添削指導又は面接指
導の業務

交通を遮断することなく行う道路上での道
路の維持修繕の作業等（指導監督業務を含
む。）

種雄牛馬等取扱手当

治山林道課、農業振興ｾﾝﾀｰ、
林業事務所、土木部に勤務す
る職員

潜水深度
　20ﾒｰﾄﾙまで　１時間310円
　30ﾒｰﾄﾙまで　１時間780円
　30ﾒｰﾄﾙ超　　１時間1,500円

潜水器具を着用して行う海底調査等の潜水
の作業

小学校・中学校等教育職給料
表又は高等学校等教育職給料
表の１級又は２級の適用を受
ける職員
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運転免許試験の路上試験の作業

①日額　3,200円
②日額　1,600円～3,200円

　日額310円～1,260円

　日額　420円

　日額　4,000円

①銃器等が使用されている犯罪現場にお
　ける被疑者逮捕等の作業
②銃器を所持する被疑者の逮捕、警戒等
　の作業

　日額　1,100円

　日額　840円

①刑事調査官が行う検視又は解剖立会い
　の作業
②その他の死体取扱作業

庁舎の浄化槽、汚水槽、雑排水槽の保守管
理のため直接汚物に接触する作業

毒物又は劇物を含む有害農薬を使用する作
業

警察職員

　日額　270円

①犯罪現場　日額　560円
②①以外の場所　日額　280円

　日額　560円

①日額　1,150円
②日額　640円

　日額　80円

　日額　340円

　日額　240円

　日額　190円

　日額　200円

有害農薬使用手当

警察職員死体処理作業手当

夜間特殊業務等作業手当

浄化槽等保守作業手当

県立高校に勤務する技能職員

警察職員

教務主任、学年主任、研究主
任、分校主任、人権教育主
任、生徒指導主事等

警察職員

警察職員

警察職員

警ら用自動車を運転して行う機動警ら、犯
罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕の
作業

教務その他の教育に関する業務についての
連絡調整及び指導助言の業務

私服員として犯罪の予防若しくは捜査又は
被疑者の逮捕の作業

職員が法医学、理化学、指紋、手口、写真
等の知識を利用する鑑識作業

鑑識作業手当

盲学校、ろう学校又は養護学
校の各部に置かれる主事の職
務を担当する教諭

看守護送手当 警察職員

警察職員
（運転免許試験官）

巡回警ら作業手当 警察職員（地域勤務員）

①日額　1,640円
②日額　1,100円又は820円

①日額　250円
②物件１個当たり　5,200円
③日額　4,600円
④日額　250円
⑤日額　460円

警察職員

運転免許路上試験作業手当

警察職員

警察職員
（術科指導担当者）

①天皇又は皇后、皇太子若しくは皇太子
　妃の警護に従事したとき
②その他の要人等の警護作業

柔道、剣道又は逮捕術の指導の作業

①火薬類取締法等に規定する保安検査又
　は立入検査の作業
②爆発物処理班員が、爆発物である疑い
　のある物件に接近して行う処理作業
③特殊危険物質又は特殊危険物質である
　疑いのある物質の処理作業
④特殊危険物質による被害の危険がある
　区域内において行う作業（③の作業を
　除く。）
⑤特殊危険物質の製造過程を解明する等
　の目的で行う実験で特殊危険物質が発
　生するおそれのある作業

警察職員

術科指導手当

国外犯罪情報収集作業手当

　日額　200円

爆発物等処理作業手当

警察職員

異常な自然現象又は大規模な事故により重
大な災害が発生した箇所等において行う災
害警備、遭難救助等の心身に著しい負担を
与える作業

　日額　250円

　日額　290円

国外において犯罪の捜査に関する情報収集
業務の作業

国際緊急援助活動従事手当

警察職員

警察職員

災害警備等作業手当

超短波無線電話作業手当

銃器犯罪捜査従事手当

特別支援学校部主事手当

教育業務連絡指導手当

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部
が深夜において行われる警備等の業務

国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地
域における国際緊急援助活動業務

巡回警ら作業

超短波無線電話による緊急手配、緊急連絡
等の作業

留置場における留置人の看守又は留置人の
護送の作業

交通捜査等作業手当

当該各部の主事の職務である業務

捜査作業手当

警ら用自動車運転作業手当

庁舎の管理業務に従事する技
能職員

身辺警護等作業手当

警察職員

　日額　410円～1,240円

交通事件及び交通事故の捜査並びに交通整
理、交通取締り等の作業
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(５)時間外勤務手当

定められた勤務時間以外の時間に勤務した職員に支給されています。

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(６)その他の手当（平成19年４月１日現在）

異なる

異なる

103,356円

1,794,586円

支給職員１人当
たり平均支給年
額(18年度決算)

686,534千円

－

同 1,661,487千円

国の制度と
異なる内容

支給実績
(18年度決算)

　国制度
獣医師の制度なし

同

異なる

－

52,043千円

国の制度
との異同

支給実績（平成17年度決算） 2,314,116 千円　

職員一人当たり平均支給年額(平成17年度決算)

１　自ら居住するため
　の住宅等を借り受
　け、家賃等を支払っ
　ている職員又はその
　所有に係る住宅に居
　住する職員で世帯主
　であるもの等に支給
２　単身赴任手当が支
　給される職員で、配
　偶者が居住するため
　の住宅等を借り受
　け、家賃等を支払っ
　ている職員又はその
　所有に係る住宅に配
　偶者等が居住する職
　員等に支給

特地勤務手
当（準ずる
手当）

34,811千円

　国制度
支給率が100分の４か
ら100分の25までの範
囲

108,730千円－

－１回　4,200円（特殊業務等
5,100円～20,000円）

　国制度
１－(２)
・支給額　2,500円
２－(２)
・制度なし

260,373円

181,345円

94,838円

706,168円

334,319千円

156 千円　

152 千円　

１時間につき、１時間当たり
の給与額に100分の25を乗じ
た額

医師、獣医師等採用に
よる欠員の補充が困難
である職に採用された
職員等に支給

扶養親族のある職員に
支給

１－(１)　借家借間居住者
・家賃23,000円以下
　家賃－12,000円
・家賃23,000円超55,000円
　未満
　(家賃－23,000円)×1/2
　＋11,000円
・家賃55,000円以上
　27,000円（支給限度額）
１－（２）自宅（新築等から
５年以内）
・3,500円
２－（１）借家借間居住者
・１－（１）の1/2の額
２－（２）自宅（新築等から
５年以内）
・1,700円

離島その他の生活の著
しく不便な地に所在す
る公署等に勤務する職
員に支給

・配偶者　13,000円
・配偶者以外　6,000円
・扶養親族でない配偶者を
　有する職員の扶養親族の
　１人　6,500円
・配偶者のいない職員の扶
　養親族のうち１人
　11,000円
（扶養親族のうち15歳に達す
る日以後の年度初めから22歳
に達する日以後の年度末まで
の間にある子１人につき
5,000円を加算）

扶養手当

職務の級における最高号給の
給料月額の100分の25を超え
ない範囲で、人事委員会規則
で定める額

給料及び扶養手当の月額に対
して100分の１から100分の18
までの範囲で、公署の区分に
応じた率を乗じた額

同

正規の勤務時間として
午後10時から翌日の午
前５時までの間に勤務
する職員に支給

職員が正規の勤務時間
外又は休日等に宿日直
勤務をした場合に支給

夜間勤務手
当

宿日直手当

支給実績（平成18年度決算）

内容

職員一人当たり平均支給年額(平成18年度決算)

採用困難な程度等を考慮して
定める職の区分及び採用の日
以後の期間の区分に応じて支
給
・医師　上限額306,900円
・獣医師　上限額10,000円

手当名

初任給調整
手当

住居手当

管理職手当

支給単価

926,492千円
管理又は監督の地位に
ある職員に対して支給

2,197,281 千円　

202,390円

同
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５　特別職の報酬等の状況（平成19年４月１日現在）

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

1,469,185千円

議　員

副議長

異なる
（交通用具
使用者のう
ち、地域手
当支給地域
の公署に勤
務する職員
については
国に同じ）

異なる

職務の級に応じた定額
２級・３級
　　(農業・水産)19,000円
　　(工業)16,000円
１級(農業・水産)14,000円
　　(工業)12,000円
（管理職手当受給者又は定時
制通信教育手当受給者につい
て併給調整あり）

820,000 円（　　　　　830,000　円）

218,234円

上限額20,200円
職務の級及び号給に応じた定
額

同 －
管理職手当が支給され
ている職員が週休日等
に勤務した場合に支給

　国制度
１ 上限額 55,000円
２ 上限額 24,500円

52,775円

278,703円

322,301円

118,933円

266,778円

　12月期  　　　1.7  月分　　　　　合計　3.3  月分

770,000 円（　　　　　780,000　円）

4.697千円

給料及び扶養手当の月額に対
して100分の１から100分の18
までの範囲で、公署の区分に
応じた率を乗じた額

  ６月期　　　　1.6  月分

へき地手当
（準ずる手
当）

産業教育手
当

給　　料

189,380円

184,536円
小学校、中学校又は県
立学校に勤務する教育
職員に支給

158,322千円

副知事

公署を異にする異動等
に伴い単身で生活する
こととなった職員等に
支給

通勤のため、交通機関
等を利用している職
員、自動車等を使用し
ている職員等に支給

知　事

給 料 月 額 等

133,220千円
　国制度
加算額の距離区分が
異なる

69,617千円

１　交通機関等利用者
　定期券又は回数券等によ
　る運賃等相当額
・支給限度額　１箇月当た
　り56,200円
２　交通用具使用者
　3,300円(片道２～５㎞)
～36,800円(片道65㎞以上)

職責に応じて定額
１回　4,000円～10,000円
（６時間を超える場合は加算
あり）

38,191千円

66,161千円

へき地学校等に指定さ
れた学校に勤務する教
育職員等に支給

・基礎額　　月額23,000円
・加算額　　配偶者の住居
　との距離区分に応じ最高
　45,000円を加算

給料月額に100分の６を乗じ
た額

報　　酬

通勤手当

義務教育等
教員特別手
当

管理職員特
別勤務手当

農業改良助長法第８条
第１項の普及指導員等

農林漁業普
及指導手当

  ６月期　　　　1.6  月分

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤め
　　　　た場合における退職手当の見込額である。

知　事

副知事

議　員

（平成18年度支給割合）

　　　　（算定方式）　　　　　　　（１期の手当額）（支給時期）　

900,000 円（　　　　　910,000　円）

（平成18年度支給割合）

　12月期  　　　1.7  月分　　　　　合計　3.3  月分

退職手当

県立の高等学校で農
業、水産又は工業に係
る産業教育に従事する
教育職員に支給

定時制通信
教育手当

県立の高等学校で本務
として定時制教育又は
通信教育に従事する教
育職員等に支給

単身赴任手
当

1,393,982千円

　給料×在職月数×60／100　 　35,712,000 円　（任期毎）

定時制（夜間部）19,000円
通信制　3,500円
（管理職手当受給者について
併給調整あり）

区　　分

議　長

868,000 円（　　    1,240,000　円）

836,000 円（　      　950,000　円）

期末手当
議　長

副知事

　給料×在職月数×43／100　 　19,608,000 円　（任期毎）

副議長

知　事
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６　公営企業職員の状況

(１)電気事業

　①職員給与費の状況

　　ア　平成18年度決算

千円 千円

　　　（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　　　　２　職員数は、平成19年３月31日現在の人数である。

　　イ　給与の特例措置の状況

　②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成19年４月１日現在）

（注）１　高知県公営企業（電気事業）の基本給及び平均月収額は、(１)－①－イの給与の抑制措置後の額である。

　　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいる。

　　　３　「団体平均」とは、都道府県の区分ごとの電気事業の平均値である（情報提供：総務省）。

　③職員手当の状況

　　ア　期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成18年度） 　１人当たり平均支給額（平成18年度）

千円 千円

　（平成18年度支給割合） 　（平成18年度支給割合）

計 計

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　５％～20％ 　　・役職加算　５％～20％

　　・管理職加算　10％～20％ 　　・管理職加算　10％～25％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

　 平成17年４月から３年間、管理職の給料（調整額を含む）の５％、管理職以外の職員の給料
 （調整額を含む）の３％を減額して支給しています。

3.0　月分

高知県公営企業
（電気事業）

43.5  歳

基本給

高　　知　　県

587,939  円

高知県公営企業（電気事業）

平均月収額

359,889  円

期末手当 勤勉手当

純損益又は実質収支

31.9
％

総費用
（Ａ）

1,573,403

   高知県では、電気事業、工業用水道事業及び病院事業に関する公営企業を設置しています。

千円

職員数
（Ａ） 　計（Ｂ）期末･勤勉手当

給　　　　　与　　　　　費

職員手当給料

千円

千円千円

（参考）都道府県平均
　一人当たり給与費

千円

1人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

502,417 28.0

職員給与費
（Ｂ）

総費用に占める
職員給与費比率

（Ｂ／Ａ）

人 千円

221,962

77,594
千円 ％

（参考）
 平成17年度の総費用に
 占める職員給与費比率

612,593  円

7,0807,03448,423 95,37652

団体平均 40.8  歳

区分

365,761

368,002  円

1,908

平均年齢

1,874

（1.6  月分） 

勤勉手当

1.45 月分 

(0.75 月分）

期末手当

3.0  月分 

（1.6　月分）

1.45 月分

（0.75 月分）
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　　イ　退職手当（平成19年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 勤続20年

勤続25年 勤続25年

勤続35年 勤続35年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置(２～20％加算） 　　定年前早期退職特例措置(２～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度） １人当たり平均支給額（平成18年度）

　　ウ　地域手当（平成19年４月１日現在）　

 　支給対象者は、いません。

　　エ　特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

　　オ　時間外勤務手当

　 定められた勤務時間以外の時間に勤務した職員に支給されています。

区分

28,641千円

47.5 月分

（勧奨・定年）

41.34月分

（自己都合）

59.28月分

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成18年度）

主な支給対象業務

56.6％

手当の名称

企業局職員

主な支給対象職員

　日額　300円

支給総額（平成18年度決算）

交通を遮断することなく行う道路上での道
路の維持修繕の作業等

道路上作業等手当

交替勤務手当

5,219千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

　日額　420円

　日額　580円

発電管理事務所及び総合制御
所の業務に従事する職員

交替勤務の一部、全部が深夜（午後10時か
ら午前５時までをいう。）において行われ
る業務

高知県公営企業（電気事業）

33.5 月分

59.28月分47.5 月分

41.34月分

（自己都合）

59.28月分

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額であり、
　  「自己都合」には死亡等に伴うものを含むものである。

59.28月分 59.28月分

職員一人当たり平均支給年額(平成17年度決算)

20,785 千円

自己都合 勧奨・定年 自己都合

高　　知　　県高知県公営企業（電気事業）

23.5 月分　

   退職手当は、職員が退職する場合に、勤務した年数及び退職の理由に応じて支給されています。

勧奨・定年

　 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務に従事する職員に支給
 されています。

24,256千円

30.55月分

（勧奨・定年）

10,090千円 26,608千円

23.5 月分　

59.28月分

30.55月分

33.5 月分

出張して現地で不法採取者、不法占使用者
等に直接接して行う不法占使用の排除、原
状回復のための措置等の業務

出張して現地で土地等の所有者又は権利者
と直接交渉する業務又は代執行の業務

392 千円職員一人当たり平均支給年額(平成18年度決算)

支給実績（平成18年度決算）

用地交渉手当

公物管理手当 企業局職員

261 千円

手当の種類（手当数） ５種類

企業局職員

特殊な作業又は監督に従事
第１号作業
　傾斜30度以上の導水路の内部工事の作
　業及び監督等
第２号作業
　制水門扉により制水中の水圧ずい道、
　鉄管路及び放水路の内部作業等
第３号作業
　ずい道内における作業（第１号作業及
　び第２号作業に規定する場合を除く）等

13,809 千円支給実績（平成17年度決算）

企業局職員

危険作業手当
第１号作業　150円／時
第２号作業　120円／時
第３号作業　100円／時

173,987円

交替制１回当たりの深夜にお
ける勤務時間
・４時間以上　3,300円
・２時間以上４時間未満
　2,900円
・２時間未満　2,000円
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　　カ　その他の手当（平成19年４月１日現在）

(２)工業用水道事業

　①職員給与費の状況

　　ア　平成18年度決算

千円 千円

　　　（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　　　　２　職員数は、平成19年３月31日現在の人数である。

　　イ　給与の特例措置の状況

　②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成19年４月１日現在）

（注）１　高知県公営企業（工業用水道事業）の基本給及び平均月収額は、(２)－①－イの給与の抑制措置後の額である。

　　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいる。

　　　３　「団体平均」とは、都道府県の区分ごとの工業用水事業の平均値である（情報提供：総務省）。

職員数
（Ａ）

4,890

千円

1.5

給　　　　　与　　　　　費

2,481,313

給料

64,582

千円

39,122

（参考）都道府県平均
　一人当たり給与費

8.9
％

0円0千円

（参考）
 平成17年度の総費用に
 占める職員給与費比率

96,000円96千円

平均月収額

－

総費用に占める
職員給与費比率

（Ｂ／Ａ）

％

2,931千円 97,706円

0円

－

1,087,122円4,348千円

58,297円1,807千円

207,658円

0千円

手当名
一般行政
職の制度
との異同

内容及び支給単価

一般行政職の制度と同じ。

一般行政職の制度と同じ。

－

同 － 5,345千円

単身赴任手
当

通勤手当

支給職員１人当
たり平均支給年
額(18年度決算)

一般行政職の制度
と異なる内容

支給実績
(18年度決算)

一般行政職の制度と同じ。

純損益又は実質収支

一般行政職の制度と同じ。

－

一般行政職の制度と同じ。

一般行政職の制度と同じ。 同

38,326

管理職員特
別勤務手当

1人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

総費用
（Ａ）

　計（Ｂ）

職員給与費
（Ｂ）

千円

期末･勤勉手当

同

千円

同

夜間勤務手
当

管理職手当

宿日直手当

－一般行政職の制度と同じ。 同

一般行政職の制度と同じ。 同

7,891千円

－同

住居手当

扶養手当

37.6  歳

1,870 10,737 7,2868

団体平均

基本給

同 －

　 平成17年４月から３年間、管理職の給料（調整額を含む）の５％、管理職以外の職員の給料
 （調整額を含む）の３％を減額して支給しています。

千円

職員手当

306,717  円

387,272  円

409,606  円

人

26,515

区分 平均年齢

高知県公営企業
（工業用水道事業）

千円

606,347  円45.3  歳

千円

111,346円
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　③職員手当の状況

　　ア　期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成18年度） 　１人当たり平均支給額（平成18年度）

千円 千円

　（平成18年度支給割合） 　（平成18年度支給割合）

計 計

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　５％～10％ 　　・役職加算　５％～20％

　　・管理職加算　10％～25％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　イ　退職手当（平成19年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 勤続20年

勤続25年 勤続25年

勤続35年 勤続35年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置(２～20％加算） 　　定年前早期退職特例措置(２～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度） １人当たり平均支給額（平成18年度）

　　ウ　地域手当（平成19年４月１日現在）　

 　支給対象者は、いません。

　　エ　特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

　　オ　時間外勤務手当

　 定められた勤務時間以外の時間に勤務した職員に支給されています。

448 千円

48 千円

56 千円

５種類　　手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

387 千円

左記職員に対する支給単価

0千円　　

職員一人当たり平均支給年額(平成18年度決算)

高知県公営企業（工業用水道事業）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成18年度）

支給実績（平成18年度決算）

高知県公営企業（電気事業）と同じ。

手当の名称 主な支給対象職員

職員一人当たり平均支給年額(平成17年度決算)

支給実績（平成17年度決算）

区分

支給職員1人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

0.0％　　

1.45 月分

1,342

期末手当

高知県公営企業（工業用水道事業） 高　　知　　県

1,874

自己都合

勤勉手当

勧奨・定年

（1.6　月分）

   退職手当は、職員が退職する場合に、勤務した年数及び退職の理由に応じて支給されています。

（1.6  月分） (0.75 月分）（0.75 月分）

33.5 月分 41.34月分 33.5 月分

30.55月分23.5 月分　

1.45 月分 

41.34月分

23.5 月分　

10,090千円

59.28月分

59.28月分47.5 月分

期末手当

30.55月分

高　　知　　県

3.0　月分

59.28月分

勤勉手当

3.0  月分 

自己都合 勧奨・定年

高知県公営企業（工業用水道事業）

47.5 月分

59.28月分

26,608千円

（自己都合）

59.28月分 59.28月分

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額であり、
　  「自己都合」には死亡等に伴うものを含むものである。

0千円0千円

（自己都合） （勧奨・定年）（勧奨・定年）

　 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務に従事する職員に支給
 されています。

0円　　

支給総額（平成18年度決算）
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　　カ　その他の手当（平成19年４月１日現在）

(３)病院事業

　①職員給与費の状況

　　ア　平成18年度決算

千円 千円

　　　（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　　　　２　職員数は、平成19年３月31日現在の人数である。

　　イ　給与の特例措置の状況

　②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成19年４月１日現在）

（注）１　高知県公営企業（病院事業）の基本給及び平均月収額は、(３)－①－イの給与の抑制措置後の額である。

　　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいる。

　　　３　「団体平均」とは、都道府県の区分ごとの病院事業の平均値である（情報提供：総務省）。

支給実績
(18年度決算)

－

0千円

－

一般行政職の制度
と異なる内容

0千円

－

－

－

0千円

支給職員１人当
たり平均支給年
額(18年度決算)

395千円 131,667円

0円

一般行政
職の制度
との異同

12,015,390 16,529

総費用
（Ａ）

千円 千円

（参考）
 平成17年度の総費用に
 占める職員給与費比率

総費用に占める
職員給与費比率

（Ｂ／Ａ）

管理職員特
別勤務手当

－

－

一般行政職の制度と同じ。

同

1,244,347円

事務職員

378,305円

39.7歳

1,165,798円

37.3歳 284,658円

平均月収額平均年齢

507,603円

基本給

％％

同

同

0円

0円

一般行政職の制度と同じ。

同

住居手当

同

同

74,460円

7,4924,474,849

0千円

6,116,565 50.9

－

一般行政職の制度と同じ。 同

39.2歳

千円

496,118円

　計（Ｂ）

千円人

職員数
（Ａ） 期末･勤勉手当

千円

2,482,092

317,904円

医   師 546,714円

517,225円319,836円

610,581円43.3歳

看 護 師

団体平均 看 護 師

事務職員

1,029,840

手当名

管理職手当 一般行政職の制度と同じ。

内容及び支給単価

通勤手当

一般行政職の制度と同じ。

一般行政職の制度と同じ。 同

一般行政職の制度と同じ。

扶養手当

一般行政職の制度と同じ。

0円

高知県公営企業
（病院事業）

単身赴任手
当

宿日直手当

千円

純損益又は実質収支

962,917

夜間勤務手
当

681

職員給与費
（Ｂ）

49.1

　 平成17年４月から３年間、管理職の給料（調整額を含む）の５％、管理職以外の職員の給料
 （調整額を含む）の３％を減額して支給しています。

1人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

給　　　　　与　　　　　費

職員手当給料

千円

（参考）都道府県平均
　一人当たり給与費

6,571

医   師

458,932円

43.2歳

区分

37.4歳

0千円

0円

716千円 143,280円

372千円
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　③職員手当の状況

　　ア　期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成18年度） 　１人当たり平均支給額（平成18年度）

千円 千円

　（平成18年度支給割合） 　（平成18年度支給割合）

計 計

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　５％～20％ 　　・役職加算　５％～20％

　　・管理職加算　10％～20％ 　　・管理職加算　10％～25％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　イ　退職手当（平成19年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 勤続20年

勤続25年 勤続25年

勤続35年 勤続35年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置(２～20％加算） 　　定年前早期退職特例措置(２～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度） １人当たり平均支給額（平成18年度）

　　ウ　地域手当（平成19年４月１日現在）　

　 医師に支給されています。

　　エ　特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

1.45 月分 3.0  月分 1.45 月分 

1,478 1,874

期末手当

自己都合 勧奨・定年

47.5 月分

（1.6　月分）

97,321千円

   退職手当は、職員が退職する場合に、勤務した年数及び退職の理由に応じて支給されています。

支給実績（平成18年度決算）

3.0　月分

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成18年度）

勤勉手当 勤勉手当

高知県公営企業（病院事業） 高　　知　　県

自己都合

23.5 月分　

（0.75 月分） （1.6  月分） 

勧奨・定年

高知県公営企業（病院事業） 高　　知　　県

(0.75 月分）

30.55月分23.5 月分　 30.55月分

期末手当

41.34月分33.5 月分

59.28月分

33.5 月分 41.34月分

47.5 月分 59.28月分

59.28月分

197,806円支給職員1人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

支給率

（勧奨・定年）

59.28月分

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

（自己都合）

12％　　

国の制度（支給率）

49,050千円

支給対象職員数

医師 12％　　　　　

516,320円

高知県公営企業（病院事業）区分

支給総額（平成18年度決算）

59.28月分 59.28月分

25,433千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額であり、
　  「自己都合」には死亡等に伴うものを含むものである。

26,608千円1,079千円

（勧奨・定年） （自己都合）

71.2％

10,090千円

　 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務に従事する職員に支給
 されています。

支給対象職員

76人　　　
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　　オ　時間外勤務手当

　　　　定められた勤務時間以外の時間に勤務した職員に支給されています。

　　カ　その他の手当（平成19年４月１日現在）

放射線取扱手当

2,432,141円

宿日直手当

初任給調整
手当

支給実績（平成18年度決算）

職員一人当たり平均支給年額(平成18年度決算)

手当名
一般行政
職の制度
との異同

内容 支給単価

夜間勤務手
当

308,083円同 －

58,245千円 158,707円

162,466円

一般行政職の制度と同じ。

一般行政職の制度と同じ。

134,672円

－

70,568千円－

医師等採用による欠員
の補充が困難である職
に採用された職員等に
支給

単身赴任手
当

住居手当 43,216千円

一般行政職の制度と同じ。 3,697千円

231,053千円

通勤手当

401  千円　

管理職員特
別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。

管理職手当 一般行政職の制度と同じ。

一般行政職の制度と同じ。

扶養手当 一般行政職の制度と同じ。

一般行政職の制度と同じ。

272,451  千円　

浄化槽等保守等管理手当

コレラ等一定の感染症の防疫又は治療の業
務

　日額　250円

感染症の患者を入院させる感
染症病室に配置されている職
員

技能職

　日額　290円

277,371  千円　

　１時間当たり1,900円

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部
が深夜（午後10時から午前５時までをい
う。）において行われる看護等の業務に従
事

交替制１回当たりの深夜にお
ける勤務時間
・４時間以上　3,300円
・２時間以上４時間未満
　2,900円
・２時間未満　2,000円
（深夜における勤務の交替
　又は救急呼出しに伴う通
　勤の場合における加算あ
　り。）

職務に関連して死体処理作業に従事した場
合

病院に勤務する助産師、看護
師、准看護師等

回転翼航空機搭乗手当

夜間看護等手当

放射線を人体に対して照射する作業等

手当の種類（手当数）

手当の名称

病院局に勤務する診療放射線
技師等

　日額　230円

主な支給対象職員 主な支給対象業務

６種類

同 1,032,259円

一般行政職の制度
と異なる内容

支給職員１人当
たり平均支給年
額(18年度決算)

支給実績
(18年度決算)

　日額　1,000円死体取扱手当

救急医療業務のために回転翼航空機に搭乗

採用困難な程度等を考慮して
定める職の区分及び採用の日
以後の期間の区分に応じて支
給
・医師　上限額307,900円

病院に勤務する職員

浄化槽等の保守管理のため直接汚物に接触
する作業に従事した場合

職員一人当たり平均支給年額(平成17年度決算)

支給実績（平成17年度決算）

394  千円　

15,484千円－

同

同 －

－

327,972円

0千円 0円

108,679円

62,971千円

48,145千円

同 －

同

同 －

同

病院に勤務する職員

左記職員に対する支給単価

感染症病室内作業手当
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